
別紙様式　　地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に係る提案

② 関係市町村の名称

※記入にあたっては、「政府関係機関の地方移転に係る道府県等の提案募集要綱」（別添１）を参照してください。また、適宜、参考資料を添付してください。

富山県① 道府県等の提案団体の名称

④　誘致先の予定地
※住所、面積、交通アクセス等当該予定地の現況を記載してください。

富山県

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ジェネリック医薬品等審査部及び国際部（アジア医薬品・医
療機器薬事トレーニングセンターを含む。））

射水市

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ジェネリック医薬品等審査部及び国際部（アジア医薬品・医
療機器薬事トレーニングセンターを含む。））

富山県射水市中太閤山１７－１　富山県薬事研究所敷地内
　敷地面積35,323平方メートル（既存の建物2,595平方メートルあり）

ア）地方版総合戦略の重要な要素であること
＜富山県における医薬品産業の重要性＞
　富山県は、江戸時代から始まり300年を超える歴史を有する配置薬業（置き薬）から続く、国内でも有
数の医薬品製造拠点であり、「くすりの富山」として全国的に知られてきた。美しく豊かな自然、地震や
台風などの自然災害の少ない地理、陸海空にわたり整備された交通網などの強みにより、近年、医薬
品の研究開発・製造拠点として益々注目が高まり、日本最大手のジェネリック医薬品専業メーカーを始
め、高い製造技術を有する製薬企業や、容器・包装などの周辺産業の企業が県内に集積している。ま
た、平成25年の医薬品生産金額は約6,089億円と過去最高額を記録し、都道府県別で埼玉県・静岡県
に次ぐ第３位となっている。人口１人当たりでは約57万円であり、２位の徳島県（約31万円）を引き離し
て全国１位となっている。県内の産業中分類別出荷額においても医薬品は全金額の約12％を占め、
文字どおり富山県の基幹産業の一つとなっている。

＜富山県の医薬品産業の地方版総合戦略における位置づけとこれまでの取組み＞
　富山県は、この医薬品に加えて、その他の化学や金属製品等の工業も集積した日本海側随一の「も
のづくり県」であり、医薬品を含むものづくり産業を発展させていくことを「富山の強みを活かした成長
産業の育成」として、富山県版総合戦略「とやまの未来創生戦略（仮称）」における基本目標「雇用の
創出、産業の振興、県外からの移住促進」の具体的な施策の一つとして位置づけている。戦略の中で
は、医薬品について「平成33年の医薬品生産金額7,500億円」という目標を設定し、これらの目標を達
成することにより、富山県の地方創生を図り、活力ある「元気とやま」の実現を図ることを掲げている。
　医薬品産業の振興のため、これまで富山県では、「製造技術力等の強化と関連事業等との連携」
「情報発信と企業立地しやすい環境づくり」「国際化の推進」「人材の確保・育成」などの方向性を掲
げ、種々の施策に取り組んできた。例えば、平成27年３月には、県立の施設では全国唯一の薬事専門
の研究所である「富山県薬事研究所」に、最新の試験・研究機器を備えた「製剤開発・創薬研究支援ラ
ボ」を開設し、新しい医薬品の研究開発の支援に取り組んでいるところである。

＜移転により期待できる富山県における効果＞
　このような富山県の医薬品産業が更に飛躍するためには、県内製薬企業がその高い製造技術を生
かし、患者の利便性向上等の工夫を凝らして付加価値を高めた医薬品の開発を促進するとともに、国
内のみならず海外の市場にも目を向け、海外新興国等の医薬品需要の増加を取り込み、更なる成長
を図ることが必要となっている。
　今回移転を要望する独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の部門のうち、ジェネリック
医薬品等審査部においては、多くの県内製薬企業が開発・製造に取り組んでいるジェネリック医薬品
に関する相談・審査を担当している。また、ＰＭＤＡの国際部においては、医薬品に関する国際調和活
動への参画・貢献や、諸外国への情報発信等の国際活動を担当している。また、国際部に関連して、
現在、厚生労働省が設置を検討している「アジア医薬品・医療機器薬事トレーニングセンター」は、アジ
アを始めとするとする各国の薬事規制担当者に対し、薬事に関する研修を実施することにより、日本
の薬事制度の理解を促し、日本の治験等をもとに承認された製品の各国における承認の迅速化を図
り、日本の製薬産業の振興を図るものとされている。

１）ジェネリック医薬品等審査部
　ジェネリック医薬品等審査部は、県内の多くの製薬メーカーが、新しいジェネリック医薬品の開発・製
造のために、相談・審査で関係している部門である。ジェネリック医薬品等審査部が富山県に移転した
場合、県内のジェネリック医薬品を製造する製薬企業にとって、高い技術を生かして付加価値を高め
た新しい製品の開発に関する相談を行いやすくなるとともに、審査段階における審査部とのやりとりの
コストが減ることが期待される。これによって、このような付加価値の高いジェネリック医薬品の開発・
製造が促進され、富山県の医薬品産業がより振興することが期待される。

２）国際部（アジア医薬品・医療機器薬事トレーニングセンターを含む。）
　国際部は、薬事規制の国際調和等の業務を担当し、その調和等の動向の情報を発信しており、海外
に進出している、又はそれを考えている富山県の製薬企業は、国際部が発信する情報に高く注目して
いる。国際部が富山県に移転した場合、県内製薬企業にとって、薬事規制の国際調和等の動向の情
報を入手することがより容易になり、富山県の製薬企業の国際展開が促進することが期待される。ま
た、各国の薬事規制担当者が来日し、国際部のある富山県を訪問することにより、高度な医薬品の生
産拠点として、富山県や富山県内の製薬企業の知名度が高まり、富山県の医薬品メーカーの国際化
に寄与することが期待される。
　また特に、厚生労働省が設置の方針を示している「アジア医薬品・医療機器薬事トレーニングセン
ター」が富山県に移転（設置）した場合、特に、医薬品の製造管理基準（ＧＭＰ）の適合性調査に係る実
地研修について、県内製薬企業や富山県薬事研究所が協力して、海外の薬事規制担当者に対して充
実した研修を行うことができる。このような研修の実施を通じて、海外の薬事規制担当者が日本の薬
事制度に習熟し、日本の医薬品への信頼が高まることにより、日本全体の製薬企業に対して、アジア
等海外への進出の手助けになることが期待される。また、海外の薬事規制担当者が研修の一環とし
て、富山県の製薬企業の工場等を詳しく視察することが期待されることから、これらの担当者におい
て、高い技術を生かした高品質の医薬品の生産拠点としての富山県の知名度が高まり、富山県の医
薬品メーカーの国際化により寄与することが期待される。なお、これまでも公益社団法人国際厚生事
業団が実施している海外の薬事担当行政官を対象とした研修において、ＧＭＰ適合性調査等に関する
実地研修を富山県で受け入れて実施している実績があるため、「アジア医薬品・医療機器薬事トレー
ニングセンター」における実地研修においても、円滑な実施が十分に期待できる。

イ）国の機関としての機能確保
　富山県は、東京、大阪、名古屋の３大都市圏からそれぞれ270km以内のところに所在し、いずれの
大都市圏からもアクセスがしやすいバランスの取れた立地になっている。特に東京圏とは、平成27年３
月に北陸新幹線が開業し、富山駅から東京駅まで最短２時間８分で結ばれるなど、交通の便が向上し
ている。また、空路では富山市中心部から車で約15分という至近距離に富山きときと空港が所在し、
羽田空港・千歳空港への国内線や、ソウル・上海等への国際線が就航しているほか、陸路では県内を
北陸自動車道や東海北陸自動車道が走り、道路網も整備されている。海路でも、日本海側の総合的
拠点港である伏木富山港が県内に所在している。
　このように、陸海空に渡って国内・国外との交通網が整備されており、アクセスが良好であることか
ら、要望した政府関係機関が富山県に移転した場合にも、これまでと変わらず、その機能を発揮するこ
とが期待できる。
　また、「アジア医薬品医療機器薬事トレーニングセンター」が富山県に移転（設置）した場合には、特
にその実地研修の面では、アジアにおいても活用されている和漢薬に関する全国唯一の共同利用・
共同研究拠点である富山大学和漢医薬学研究所や、「製剤開発・創薬研究支援ラボ」を有する富山県
薬事研究所、そして高度な技術を有する県内製薬企業や製薬関連産業の企業との連携により、首都
圏に「アジア医薬品医療機器薬事トレーニングセンター」を設置するよりも効果的な実地研修を行える
ことが期待され、日本全体にとっても多くのメリットが見込めると考える。

⑤　誘致の必要性・効果
※以下のア、イの内容について必ず記載してください。
ア　地方版総合戦略の重要な要素であること。
　　当該地方公共団体の総合戦略の重要な要素と、誘致する機関の業務・
機能とが密接に関連し、総合戦略の目標達成にとって当該機関の移転が重
要な要因となるものであること。また、例えば研究機関の移転であれば、特
定分野の産学官の研究集積又は当該分野の関係産業の集積がなされてい
る等、現状において一定の強みを持つものであること。（併せて地方版総合
戦略の案の該当部分を参考資料として添付してください。）

イ　国の機関としての機能確保
　　当該機関が現在地から当該道府県に移転することにより、国の機関とし
ての機能が確保でき、運用いかんによってはむしろ向上することが期待でき
ること。（例えば、移転により当該道府県以外の道府県の利便性が悪化し、
国全体としての機能が低下しないか、移転により現在機能が集積しているこ
との強み・メリットを損なうことにならないか等の問題点があったとしても、そ
れを上回るだけの移転のメリットがあるか、など。）



⑧ 道府県等の提案団体の担当課長　

⑨ 道府県等の担当団体の担当者　※今後、当事務局との連絡を担当する者を記入してください。

　電子メールアドレス

　職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

　電子メールアドレス

　 職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

ryoichi.niki@pref.toyama.lg.jp

厚生部くすり政策課長・坂西義史

０７６－４４４－３２３５

yoshifumi.banzai@pref.toyama.lg.jp

厚生部くすり政策課振興開発班長・仁木良市厚生部くすり政策課振興開発班長・仁木良市

０７６－４４４－８７４９

⑧　関係する市町村の意見等
※当該誘致について、関係する市町村の意見等を記述してください。 　射水市として、この誘致提案に全く異論がないことを確認した。誘致が実現すれば、射水市在住の学

生等の就職先となり得ること、また、製薬業界への関心が強まり、県内製薬企業への就職希望が増大
するなど、若い世代の人口の維持・増加につながり、地方創生が推進されることへの期待が寄せられ
た。

⑦　その他誘致に当たり解決すべき課題への対応策の案
※上記の他、当該施設の誘致の提案にあたって、解決すべきと考えられる
論点とそれへの対応策を記述してください。

　ＰＭＤＡは、その業務の遂行に当たり、ＰＭＤＡの部門間や厚生労働省等とで日々綿密な連携を図っ
ている。また、そのやり取りの中には、高度な情報セキュリティに基づき取り扱うべき情報も含まれる。
　そのため、ＰＭＤＡの一部が富山県に移転した場合においても、その他のＰＭＤＡの部門や厚生労働
省等との円滑な連携を引き続き確保する必要がある。
　この課題については、例えば、高度な情報セキュリティに対応した遠隔会議システムの設置などの設
備の整備により解決できると考える。
　なお、このような設備の整備に関して、政府関係機関の地方移転が東京一極集中を是正する取組み
として実施されることに鑑み、必要な費用等について、国において必要な予算措置がなされることを要
望する。

ア）施設の確保等
　移転後の県内関係機関との円滑な連携を確保する観点から、誘致機関の移転先として、県が所有し
ている富山県薬事研究所の敷地内を考えている。本敷地には、空間的な余裕があることから、今後、
移転機関の規模に応じて、新しい施設の整備により、必要な施設を確保したいと考えている。
　なお、施設の確保等に当たっては、政府関係機関の地方移転が東京一極集中を是正する取組みと
して実施されることに鑑み、移転先の施設確保や移転費用についても、国において必要な予算措置が
なされることを要望する。

イ）職員の居住環境の確保への協力について
　富山県は全国トップクラスの住みよい県として、極めて良好な居住環境が整っている。また、誘致予
定地は、小中学校（中太閤山小学校、小杉南中学校）が近く、ショッピングセンターやスーパーマーケッ
トも数百メートル内にあるなど、教育面・生活面においても非常に利便性の高い地域にある。
　富山県薬事研究所の周辺においても個々の職員のニーズや家族形態に合う多様な住居が存在して
いることから、移転機関の職員の居住環境の確保に特段の支障はないものと考えているが、その確保
に当たっては、ＰＭＤＡに協力する。
　なお、職員の居住環境確保に当たっては、政府関係機関の地方移転が東京一極集中を是正する取
組みとして実施されることに鑑み、この確保に必要な費用等についても、国において必要な予算措置
がなされることを要望する。

⑥　誘致のための条件整備の案
※少なくとも、以下のことについて、誘致自治体による協力のあり方を含め
た条件整備の案を示してください。
ア　施設の確保等
移転先の施設の確保・設置のための具体的な条件整備の案を示すこと。

イ　職員の居住環境確保への協力
職員の居住環境の確保について、国又は独立行政法人等に協力すること。

mailto:ryoichi.niki@pref.toyama.lg.jp%23
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「とやまの未来創生戦略（仮称）」（素案） ＜くすり関係抜粋＞ 

 
Ⅱ 基本的な考え方 

 1 戦略策定のポイント 

 （５）先駆的な富山モデルをさらに磨き上げ 

   また、「くすりの富山」の特徴を活かした医薬品生産拠点づくりや最先端ものづくり産業クラス

ターの形成、平成 26 年 10 月に「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟が認められた「世界で最も

美しい富山湾」のブランド活用など、富山ならではの特色あふれる先駆的事業をさらに拡充します。 
 
Ⅳ 具体的な施策 

【基本目標２】雇用の創出、産業振興、県外からの移住促進 

 １ 若者や女性がいきいきと働き暮らせる魅力ある地域づくり 

 （ア）企業立地等の促進 

   ④政府関係機関等移転の促進 

    ○東京一極集中を是正し、本県への「ひと」の流れを加速するため、政府関係機関の地方移転

に係る提案募集に関して、本県の地方創生に資する機関の誘致への取り組み 
    ○誘致に当たっては、本県が強みを持つ医薬品関連などの分野を念頭に置いて検討 
３ 産業・地域経済の活性化 

（ア） 富山の強みを活かした成長産業の育成 

  ①「薬都とやま」の産業集積を活かしたライフイノベーションの推進 

   ○本県の強みである高いものづくり技術や産業集積を活かして、医薬・バイオなどの健康関連

産業への本県企業の参入を促進 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

医薬品生産金額（厚生労働省 薬事工業生産動態統計調査） 

  [現状（H25）]6,089億円 → [目標（H33）]7,500億円 

バイオ関連商品の年間売上高（富山県庁商工企画課まとめ） 

  [現状（H26）]56.5億円 → [目標（H33）]90億円 

※医薬品研究成果を活かした実用化支援を検討 

（具体的な事業） 

・医薬バイオ地域イノベーション戦略推進事業（H27当初・商労） 

・富山大学連携地域イノベーション推進事業（H26.2月補正・商労） 

・世界の薬都連携チャレンジ事業（H27 当初・厚生） 

・医薬工連携促進事業（H27 当初・商労） 

・医薬工連携ネットワーク事業（H27当初・商労） 

 

 
 



独立行政法人医薬品医療機器総合機構 ジェネリック
医薬品等審査部及び国際部の移転提案について

・富山県には製薬企業やその周辺産業の企業が多数集
積し、全国有数の医薬品生産拠点になっている。

・富山県の医薬品産業がさらに発展していくためには、高
い技術を生かして付加価値を高めた新しい製品の開発
促進と、国内のみならず海外の市場にも目を向け、海外
新興国等の医薬品需要の増加を取り込むことが必要。

背景
・東京の一極集中を是正するため、地方それぞれの地域
資源や産業事情を踏まえて、地方における「しごと」と
「ひと」の好循環を促進する。

・富山県は、３００年以上の歴史を持つ「配置薬」の伝統
から続く、医薬品産業の集積地であり、その特色を生か
して、地方創生に取り組む。

目的

（担当業務）

・ジェネリック医薬品の開発に関する企
業からの相談の対応

・ジェネリック医薬品の製造販売承認申
請に係る審査 等

富山県の製薬企業

高度な製造技術を有し、海
外へ進出又はそれを検討し
ているジェネリック医薬品等
の製薬企業が所在。

開発相談・
承認申請

東京一極集中是正の観点も踏まえて、これらの２部門を
国内有数の医薬品製造拠点である富山県に移転

「くすりの富山」の国際的な医薬品製造拠点化を図り、日本の医薬品産業をより海外で稼げる産業にする

（独）医薬品医療
機器総合機構

・医薬品・医療機器等に
関する審査・調査、安全
対策、副作用被害の救
済を実施している独立行
政法人

・現在、右の２部門を含む
主たる法人事務所が東
京都千代田区に所在

ジェネリック
医薬品等審査部

国際部
「くすりの富山」に誘致

（担当業務）

・医薬品等に関する国際調和活動
への参画・貢献
・諸外国への情報発信 等

海外情報
等の入手

（期待される効果）

・高度な技術を生かした、付加価値の高い
ジェネリック医薬品の開発がしやすくなり、
産業振興につながる。

・国際的な薬事規制の調和等の動向を入
手しやすくなり、国際展開が促進。

・各国の薬事規制当局者の富山県来訪が
増え、生産拠点としての知名度が向上。



アジア医薬品・医療機器薬事トレーニングセンターの
富山県への移転（設置）提案について

・国内の医薬品を海外に輸出・販売する場合には、通常、
輸出先の国において販売の承認を得る必要がある。

・現在は、日本で承認済みの医薬品であっても、各国で改
めて詳細に審査するため、時間や費用がかかる。

・各国での承認審査手続きが負担となり、国内の製薬企
業の海外進出の妨げになっている。

背景
・アジア諸国を中心に、各国の薬事規制当局の担当者を
日本で研修し、日本の薬事制度の理解を促す。

・アジア諸国を中心に、日本での試験・審査で承認された
医薬品の当該国での審査・承認の迅速化を図る。

・日本で承認された医薬品の海外での販売を円滑化し、
国内製薬企業の海外進出を促進する。

目的・方法

（担当業務（案））
・アジア諸国を中心に、各国の薬事規制当局の担当者を受け入れ、
以下の研修を行う。
①日本における医薬品審査制度
②日本における医薬品の製造管理・品質管理の制度（実地研修を含む） 等

アジア医薬品・医療機器薬事トレーニングセンター

富山県薬事研究所

都道府県で唯一の薬事の研究機関。
研究及び技術支援等の基盤あり

富山大学和漢医薬学総合研究所

和漢薬に関する全国唯一の共同利用・共
同研究拠点であり、伝統薬分野で連携

富山県の医薬品企業

高度な製造技術を有する工場が
集積し、GMP模擬査察等に好適

連携 連携

日本の医薬品への信頼を高め、国内企業の海外進出を支援

「くすりの富山」の基盤を活用し、日本の医薬品産業をより海外で稼げる産業にする

「くすりの富山」に設置

厚生労働省
が設置を目
指す方針を
表明

（独）医薬品医療
機器総合機構

・医薬品等に関する審査・
調査、安全対策、副作用
被害救済を実施

・医薬品等の規制に関す
る国際的な調和のため
の調整や、各国の薬事
規制当局との協力も実
施

連携

優れた製造技術・高度な品質



◇ 新薬開発型、特殊剤型、ジェネリック、配置薬など１００超の工場が集積

◇ 国内有数の医薬品生産拠点

◇ 活発な設備投資･･･平成２６年以降も ９００億円を超える投資予定

◇ 製剤技術の向上のため、産学官が連携

都道府県別生産金額 Ｈ２５年６，０８９億円（３位）

H17～25投資額 約1,500億円

医薬品生産拠点として発展し続けている富山県
富山県における医薬品生産金額（H25）

2,636 

6,089 
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（参考）国内有数の製剤技術の拠点「くすりの富山」

国内
シェア
8.8％

技術力に優れた県内企業

・ゲル状の基剤を噴霧する鼻腔内投与型製剤で
注目

・経皮吸収型製剤の有効性を立証。消炎鎮痛
剤のテープ剤が好調

・DPI（経肺・経鼻粉末吸入） 製剤専用工場な
ど多様な剤型を製造

・パップ剤、点眼剤（世界初最新型ロボットシス
テム導入）等の技術が集積

・水なし服用できる口腔内フィルム製剤を開発

東亜薬品（株）

救急薬品工業（株）

テイカ製薬（株）

リードケミカル（株）

東興薬品工業（株）

共焦点
レーザー顕微鏡

「薬物の体内分布を観察する装置」
マウスに投与した薬物の体内分布を解析し、薬剤
の動きを検証

「薬物の作用を細胞レベルで観察する装置」
薬物投与により増加する細胞の種類や機能変化
を解析

味覚試験装置
（味覚ｾﾝｻｰ）

レーザー回折
式粒子径分布
測定装置

「医薬品等の味を数値化し、解析する装置」
苦みの強い薬物のマスキング効果を評価し、飲み
やすい製剤開発に活用

「医薬品原料や顆粒剤等の粒子径分布を測
定・解析する装置」
原料や試作した顆粒剤等の大きさや形状を評価。
軟膏・クリーム剤など製剤開発に活用

全国唯一の公設薬事研究所

In vivo
イメージング装置

製剤技術を支える県内大学

富山大学大学院 医学薬学研究部

富山大学大学院 理工学教育部

富山大学 産学連携部門

・平成２７年度より、製剤技術等を専門とする
寄附講座「製剤設計学講座」を設置

・ 修士課程の学生向けの「ファーマ・メディカル

エンジニア養成コース」において、製剤技術を
含む高度な医療系技術人材を育成

国内最大級のジェネリック
医薬品メーカー日医工
（株）が協力

・富山県薬事研究所に、「製剤開発・創薬研究
支援ラボ」を整備し、県内メーカーの研究開
発や薬学部生等の人材育成を支援

・ 社会人向けの「次世代スーパーエンジニア養

成コース」において、県内製薬業界と連携し
て、製薬企業の技術力向上等を支える実践
的な次世代技術者を育成

（億円）

6,962
6,208 6,089
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都道府県別順位（上位３県）

創薬研究

製剤開発

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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別紙様式　　地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に係る提案

② 関係市町村の名称

富山県射水市中太閤山１７－１　富山県薬事研究所敷地内
　敷地面積35,323平方メートル（既存の建物2,595平方メートルあり）

ア）施設の確保等
　移転後の県内関係機関との円滑な連携を確保する観点から、誘致機関の移転先として、県が所有し
ている富山県薬事研究所の敷地内を考えている。本敷地には、空間的な余裕があることから、今後、
移転機関の規模に応じて、新しい施設の整備により、必要な施設を確保したいと考えている。
　なお、施設の確保等に当たっては、政府関係機関の地方移転が東京一極集中を是正する取組みと
して実施されることに鑑み、移転先の施設確保や移転費用についても、国において必要な予算措置が
なされることを要望する。

イ）職員の居住環境の確保への協力について
　富山県は全国トップクラスの住みよい県として、極めて良好な居住環境が整っている。また、誘致予
定地は、小中学校（中太閤山小学校、小杉南中学校）が近く、ショッピングセンターやスーパーマーケッ
トも数百メートル内にあるなど、教育面・生活面においても非常に利便性の高い地域にある。
　富山県薬事研究所の周辺においても個々の職員のニーズや家族形態に合う多様な住居が存在して
いることから、移転機関の職員の居住環境の確保に特段の支障はないものと考えているが、その確保
に当たっては、国立医薬品食品衛生研究所に協力する。
　なお、職員の居住環境確保に当たっては、政府関係機関の地方移転が東京一極集中を是正する取
組みとして実施されることに鑑み、この確保に必要な費用等についても、国において必要な予算措置
がなされることを要望する。

ア）地方版総合戦略の重要な要素であること
＜富山県における医薬品産業の重要性＞
　富山県は、江戸時代から始まり300年を超える歴史を有する配置薬業（置き薬）から続く、国内でも有
数の医薬品製造拠点であり、「くすりの富山」として全国的に知られてきた。美しく豊かな自然、地震や
台風などの自然災害の少ない地理、陸海空にわたり整備された交通網などの強みにより、近年、医薬
品の研究開発・製造拠点として益々注目が高まり、日本最大手のジェネリック医薬品専業メーカーを始
め、高い製造技術を有する製薬企業や、容器・包装などの周辺産業の企業が県内に集積している。ま
た、平成25年の医薬品生産金額は約6,089億円と過去最高額を記録し、都道府県別で埼玉県・静岡県
に次ぐ第３位となっている。人口１人当たりでは約57万円であり、２位の徳島県（約31万円）を引き離し
て全国１位となっている。県内の産業中分類別出荷額においても医薬品は全金額の約12％を占め、
文字どおり富山県の基幹産業の一つとなっている。

＜富山県の医薬品産業の地方版総合戦略における位置づけとこれまでの取組み＞
　富山県は、この医薬品に加えて、その他の化学や金属製品等の工業も集積した日本海側随一の「も
のづくり県」であり、医薬品を含むものづくり産業を発展させていくことを「富山の強みを活かした成長
産業の育成」として、富山県版総合戦略「とやまの未来創生戦略（仮称）」における基本目標「雇用の
創出、産業の振興、県外からの移住促進」の具体的な施策の一つとして位置づけている。戦略の中で
は、医薬品について「平成33年の医薬品生産金額7,500億円」という目標を設定し、これらの目標を達
成することにより、富山県の地方創生を図り、活力ある「元気とやま」の実現を図ることを掲げている。
　医薬品産業の振興のため、これまで富山県では、「製造技術力等の強化と関連事業等との連携」
「情報発信と企業立地しやすい環境づくり」「国際化の推進」「人材の確保・育成」などの方向性を掲
げ、種々の施策に取り組んできた。例えば、平成27年３月には、県立の施設では全国唯一の薬事専門
の研究所である「富山県薬事研究所」に、最新の試験・研究機器を備えた「製剤開発・創薬研究支援ラ
ボ」を開設し、新しい医薬品の研究開発の支援に取り組んでいるところである。

＜移転により期待できる富山県における効果＞
　このような富山県の医薬品産業が更に飛躍するためには、県内製薬企業がその高い製造技術を生
かし、患者さんの利便性向上等の工夫を凝らして付加価値を高めた医薬品の開発を促進するととも
に、国内のみならず海外の市場にも目を向け、海外新興国等の医薬品需要の増加を取り込み、更な
る成長を図ることが必要となっている。
　今回移転を要望する国立医薬品食品衛生研究所の薬品部においては、主として化学的に合成され
た医薬品を対象に、その有効性、安全性、品質確保に必要な研究を行っている。
　富山県には、化学的に合成された医薬品を製造する製薬企業が多数集積していることから、医薬品
製剤や品質管理の分野を中心に研究開発が盛んである。
　薬品部が富山県に移転した場合、このような県内の製薬企業にとって、高い技術を生かして付加価
値を高めた新しい製品や、高度な品質管理に関する研究開発の実施に当たり、相談や共同研究を行
いやすくなることが期待される。これによって、このような付加価値の高い医薬品の開発・製造が促進
され、富山県の医薬品産業がより振興することが期待される。

イ）国の機関としての機能確保
　富山県は、東京、大阪、名古屋の３大都市圏からそれぞれ270km以内のところに所在し、いずれの
大都市圏からもアクセスがしやすいバランスの取れた立地になっている。特に東京圏とは、平成27年３
月に北陸新幹線が開業し、富山駅から東京駅まで最短２時間８分で結ばれるなど、交通の便が向上し
ている。また、空路では富山市中心部から車で約15分という至近距離に富山きときと空港が所在し、
羽田空港・千歳空港への国内線や、ソウル・上海等への国際線が就航しているほか、陸路では県内を
北陸自動車道や東海北陸自動車道が走り、道路網も整備されている。海路でも、日本海側の総合的
拠点港である伏木富山港が県内に所在している。
　このように、陸海空に渡って国内・国外との交通網が整備されており、アクセスが良好であることか
ら、要望した政府関係機関が富山県に移転した場合にも、これまでと変わらず、その機能を発揮するこ
とが期待できる。
　また、富山県には、多数の製薬企業、「製剤開発・創薬研究支援ラボ」が設置されている富山県薬事
研究所や寄附講座「製剤設計学講座」が設置されている富山大学に加えて、平成２９年４月に全国初
めての「医薬品工学科」を設置する予定である富山県立大学が所在していることから、これらの機関と
の連携により、首都圏に薬品部が所在するよりも効果的な研究開発を行えることが期待され、その成
果を全国に普及することにより、日本全体にとっても多くのメリットが見込めると考える。

⑤　誘致の必要性・効果
※以下のア、イの内容について必ず記載してください。
ア　地方版総合戦略の重要な要素であること。
　　当該地方公共団体の総合戦略の重要な要素と、誘致する機関の業務・
機能とが密接に関連し、総合戦略の目標達成にとって当該機関の移転が重
要な要因となるものであること。また、例えば研究機関の移転であれば、特
定分野の産学官の研究集積又は当該分野の関係産業の集積がなされてい
る等、現状において一定の強みを持つものであること。（併せて地方版総合
戦略の案の該当部分を参考資料として添付してください。）

イ　国の機関としての機能確保
　　当該機関が現在地から当該道府県に移転することにより、国の機関とし
ての機能が確保でき、運用いかんによってはむしろ向上することが期待でき
ること。（例えば、移転により当該道府県以外の道府県の利便性が悪化し、
国全体としての機能が低下しないか、移転により現在機能が集積しているこ
との強み・メリットを損なうことにならないか等の問題点があったとしても、そ
れを上回るだけの移転のメリットがあるか、など。）

⑥　誘致のための条件整備の案
※少なくとも、以下のことについて、誘致自治体による協力のあり方を含め
た条件整備の案を示してください。
ア　施設の確保等
移転先の施設の確保・設置のための具体的な条件整備の案を示すこと。

イ　職員の居住環境確保への協力
職員の居住環境の確保について、国又は独立行政法人等に協力すること。

富山県

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

国立医薬品食品衛生研究所（薬品部に限る）

射水市

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

国立医薬品食品衛生研究所（薬品部に限る）

※記入にあたっては、「政府関係機関の地方移転に係る道府県等の提案募集要綱」（別添１）を参照してください。また、適宜、参考資料を添付してください。

富山県① 道府県等の提案団体の名称

④　誘致先の予定地
※住所、面積、交通アクセス等当該予定地の現況を記載してください。



⑧ 道府県等の提案団体の担当課長　

⑨ 道府県等の担当団体の担当者　※今後、当事務局との連絡を担当する者を記入してください。

⑧　関係する市町村の意見等
※当該誘致について、関係する市町村の意見等を記述してください。 　射水市として、この誘致提案に全く異論がないことを確認した。誘致が実現すれば、射水市在住の学

生等の就職先となり得ること、また、製薬業界への関心が強まり、県内製薬企業への就職希望が増大
するなど、若い世代の人口の維持・増加につながり、地方創生が推進されることへの期待が寄せられ
た。

⑦　その他誘致に当たり解決すべき課題への対応策の案
※上記の他、当該施設の誘致の提案にあたって、解決すべきと考えられる
論点とそれへの対応策を記述してください。

　国立医薬品食品衛生研究所は、その業務の遂行に当たり、厚生労働省等の関係行政機関と日々綿
密な連携を図っている。また、そのやり取りの中には、高度なセキュリティに基づき取り扱うべき情報も
含まれる。
　そのため、国立医薬品食品衛生研究所薬品部の一部が富山県に移転した場合においても、厚生労
働省等との円滑な連携を引き続き確保する必要がある。
　この課題については、例えば、高度なセキュリティに対応した遠隔会議システムの設置などの設備の
整備により解決できると考える。
　なお、このような設備の整備に関して、政府関係機関の地方移転が東京一極集中を是正する取組み
として実施されることに鑑み、必要な費用等について、国において必要な予算措置がなされることを要
望する。

ryoichi.niki@pref.toyama.lg.jp

厚生部くすり政策課長・坂西義史

０７６－４４４－３２３５

yoshifumi.banzai@pref.toyama.lg.jp

厚生部くすり政策課振興開発班長・仁木良市厚生部くすり政策課振興開発班長・仁木良市

０７６－４４４－８７４９

　電子メールアドレス

　職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

　電子メールアドレス

　 職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

mailto:ryoichi.niki@pref.toyama.lg.jp%23
mailto:yoshifumi.banzai@pref.toyama.lg.jp%23


 
「とやまの未来創生戦略（仮称）」（素案） ＜くすり関係抜粋＞ 

 
Ⅱ 基本的な考え方 

 1 戦略策定のポイント 

 （５）先駆的な富山モデルをさらに磨き上げ 

   また、「くすりの富山」の特徴を活かした医薬品生産拠点づくりや最先端ものづくり産業クラス

ターの形成、平成 26 年 10 月に「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟が認められた「世界で最も

美しい富山湾」のブランド活用など、富山ならではの特色あふれる先駆的事業をさらに拡充します。 
 
Ⅳ 具体的な施策 

【基本目標２】雇用の創出、産業振興、県外からの移住促進 

 １ 若者や女性がいきいきと働き暮らせる魅力ある地域づくり 

 （ア）企業立地等の促進 

   ④政府関係機関等移転の促進 

    ○東京一極集中を是正し、本県への「ひと」の流れを加速するため、政府関係機関の地方移転

に係る提案募集に関して、本県の地方創生に資する機関の誘致への取り組み 
    ○誘致に当たっては、本県が強みを持つ医薬品関連などの分野を念頭に置いて検討 
３ 産業・地域経済の活性化 

（ア） 富山の強みを活かした成長産業の育成 

  ①「薬都とやま」の産業集積を活かしたライフイノベーションの推進 

   ○本県の強みである高いものづくり技術や産業集積を活かして、医薬・バイオなどの健康関連

産業への本県企業の参入を促進 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

医薬品生産金額（厚生労働省 薬事工業生産動態統計調査） 

  [現状（H25）]6,089億円 → [目標（H33）]7,500億円 

バイオ関連商品の年間売上高（富山県庁商工企画課まとめ） 

  [現状（H26）]56.5億円 → [目標（H33）]90億円 

※医薬品研究成果を活かした実用化支援を検討 

（具体的な事業） 

・医薬バイオ地域イノベーション戦略推進事業（H27当初・商労） 

・富山大学連携地域イノベーション推進事業（H26.2月補正・商労） 

・世界の薬都連携チャレンジ事業（H27 当初・厚生） 

・医薬工連携促進事業（H27 当初・商労） 

・医薬工連携ネットワーク事業（H27当初・商労） 

 

 
 



国立医薬品食品衛生研究所 薬品部の移転提案について

・富山県には製薬企業やその周辺産業の企業が多数集
積し、全国有数の医薬品生産拠点になっている。

・富山県の医薬品産業がさらに発展していくためには、高
い技術を生かして付加価値を高めた新しい製品の開発
促進と、国内のみならず海外の市場にも目を向け、海外
新興国等の医薬品需要の増加を取り込むことが必要。

背景
・東京の一極集中を是正するため、地方それぞれの地域
資源や産業事情を踏まえて、地方における「しごと」と
「ひと」の好循環を促進する。

・富山県は、３００年以上の歴史を持つ「配置薬」の伝統
から続く、医薬品産業の集積地であり、その特色を生か
して、地方創生に取り組む。

目的

化学物質を有効成分とする医薬品の品質・有効性・安全性の確保に関する
研究を実施している。
（担当業務） ・医薬品の製剤評価、品質規格に関する研究

・医薬品の品質管理、新剤形に関する研究 等

東京一極集中是正の観点も踏まえて、薬品部を国内有数の医薬
品製造拠点である富山県に移転

「くすりの富山」の国際的な医薬品製造拠点化を図り、日本の医薬品産業をより海外で稼げる産業にする

国立医薬品
食品衛生研究所

・医薬品や食品のほか、生活環境
中に存在する多くの化学物質に
ついて、その品質、安全性及び
有効性を正しく評価するための試
験・研究や調査を実施
・東京都世田谷区に所在（平成28
年度中に川崎市に移転予定）

薬品部
「くすりの富山」に誘致

富山県薬事研究所

都道府県で唯一の薬事の研
究機関。研究及び技術支援
等の基盤あり

富山大学・富山県立大学

薬学部をはじめ、医学部・工
学部等で医薬品や製剤関係
の研究を実施中

富山県の医薬品企業

化学物質を有効成分とする
医薬品の工場・技術者・研
究者が集積

共同研究等
による連携

（富山に誘致する理由）

・県内製薬企業等との連
携促進により、研究開
発が活性化し、県内は
もちろん、日本全体の
研究開発の活性化に資
することが期待される。



◇ 新薬開発型、特殊剤型、ジェネリック、配置薬など１００超の工場が集積

◇ 国内有数の医薬品生産拠点

◇ 活発な設備投資･･･平成２６年以降も ９００億円を超える投資予定

◇ 製剤技術の向上のため、産学官が連携

都道府県別生産金額 Ｈ２５年６，０８９億円（３位）

H17～25投資額 約1,500億円

医薬品生産拠点として発展し続けている富山県
富山県における医薬品生産金額（H25）

2,636 

6,089 
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（億円）

（参考）国内有数の製剤技術の拠点「くすりの富山」

国内
シェア
8.8％

技術力に優れた県内企業

・ゲル状の基剤を噴霧する鼻腔内投与型製剤で
注目

・経皮吸収型製剤の有効性を立証。消炎鎮痛
剤のテープ剤が好調

・DPI（経肺・経鼻粉末吸入） 製剤専用工場な
ど多様な剤型を製造

・パップ剤、点眼剤（世界初最新型ロボットシス
テム導入）等の技術が集積

・水なし服用できる口腔内フィルム製剤を開発

東亜薬品（株）

救急薬品工業（株）

テイカ製薬（株）

リードケミカル（株）

東興薬品工業（株）

共焦点
レーザー顕微鏡

「薬物の体内分布を観察する装置」
マウスに投与した薬物の体内分布を解析し、薬剤
の動きを検証

「薬物の作用を細胞レベルで観察する装置」
薬物投与により増加する細胞の種類や機能変化
を解析

味覚試験装置
（味覚ｾﾝｻｰ）

レーザー回折
式粒子径分布
測定装置

「医薬品等の味を数値化し、解析する装置」
苦みの強い薬物のマスキング効果を評価し、飲み
やすい製剤開発に活用

「医薬品原料や顆粒剤等の粒子径分布を測
定・解析する装置」
原料や試作した顆粒剤等の大きさや形状を評価。
軟膏・クリーム剤など製剤開発に活用

全国唯一の公設薬事研究所

In vivo
イメージング装置

製剤技術を支える県内大学

富山大学大学院 医学薬学研究部

富山大学大学院 理工学教育部

富山大学 産学連携部門

・平成２７年度より、製剤技術等を専門とする
寄附講座「製剤設計学講座」を設置

・ 修士課程の学生向けの「ファーマ・メディカル

エンジニア養成コース」において、製剤技術を
含む高度な医療系技術人材を育成

国内最大級のジェネリック
医薬品メーカー日医工
（株）が協力

・富山県薬事研究所に、「製剤開発・創薬研究
支援ラボ」を整備し、県内メーカーの研究開
発や薬学部生等の人材育成を支援

・ 社会人向けの「次世代スーパーエンジニア養

成コース」において、県内製薬業界と連携し
て、製薬企業の技術力向上等を支える実践
的な次世代技術者を育成

（億円）

6,962
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別紙様式　　地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に係る提案

② 関係市町村の名称

⑧ 道府県等の提案団体の担当課長　

⑨ 道府県等の担当団体の担当者　※今後、当事務局との連絡を担当する者を記入してください。

※記入にあたっては、「政府関係機関の地方移転に係る道府県等の提案募集要綱」（別添１）を参照してください。また、適宜、参考資料を添付してください。

　電子メールアドレス

　職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

　電子メールアドレス

　 職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

富山県① 道府県等の提案団体の名称

④　誘致先の予定地
※住所、面積、交通アクセス等当該予定地の現況を記載してください。

hiroshi.tanaka@pref.toyama.lg.jp

知事政策局消防課長　岡本達也

０７６－４４４－４５９０

tatsuya.okamoto@pref.toyama.lg.jp

知事政策局消防課　予防係長　田中　博知事政策局消防課　予防係長　田中　博

０７６－４４４－４０７４

富山県

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

総務省消防庁
消防大学校消防研究センター　　火災災害調査部

富山市

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

総務省消防庁
消防大学校消防研究センター　　火災災害調査部

⑧　関係する市町村の意見等
※当該誘致について、関係する市町村の意見等を記述してください。 富山市へは事前に説明済み

富山県富山市惣在寺1090-1   富山県広域消防防災センター敷地内
敷地面積　　42,095平方メートル
既存の建物　12,730平方メートル

⑦　その他誘致に当たり解決すべき課題への対応策の案
※上記の他、当該施設の誘致の提案にあたって、解決すべきと考えられる
論点とそれへの対応策を記述してください。

ア）関係機関の理解
    消防大学校消防研究センターは、その業務の遂行にあたり、総務省消防庁ほか、全国の消防機
関、消防長会、全国危険物安全協会連合会、日本消防協会、日本消防検定協会などの消防関係団
体と密接な連携が必要であり、理解を得る必要がある。

イ）セキュリティの確保、火災災害原因調査のための資機材の確保
　　火災原因調査は高度なセキュリティに基づき行われる情報もあることから、富山県へ移転した場合
でも、消防庁、消防大学校消防研究センターとの円滑な連携が必要である。また、調査のための資機
材の配備も求めていく必要がある。

ア） 施設の確保等
    広域消防防災センターの敷地内42,095平方メートルに、執務施設(10人程度)や資機材をおくスペー
スの新増設は可能である。
    なお、すでに火災災害調査部が使用している消防研究センターの建築防火研究棟は、本県の実火
災訓練棟の活用で可能である。

イ） 職員の居住環境の確保への協力
    富山県は全国トップクラスの住みよい県として、極めて良好な居住環境が整っている。
誘致予定地は、市街地から車で15分程度であり、小中学校が近く、近隣にショッピングセンターなども
あり、教育面、生活面においても利便性の高い地域である。
   移転機関の職員の居住先確保には特段の支障はないものと思われるが、その確保には協力いたし
たい。

    本県は、出火率が24年連続最少であることや原因調査のための全国トップクラスの実火災訓練施
設を保有していることから、次のとおり、全国の消防機関への貢献が期待でき、国民の生命・身体・財
産の保護の向上が図れる。

    ①本県における火災の少ない背景・要因と火災原因調査による総合的な火災予防対策の向上
         ・本県のH26出火率　2.01    全国平均　3.41
         ・火災原因調査(長官検査、消防機関からの依頼等)　年間　約100件程度

    ②東京や太平洋側ではできない、本県特有の降雪、局地風、林野などの特殊地域環境下での
        火災原因調査能力の向上

ア）富山県における日本一の安全・安心な県づくりへの貢献と総合戦略における位置づけ
    富山県は、比較的、災害が少ない県と言われているが、その中でも、出火率は、24年連続、全国最
小となっている。
   また、平成24年４月から、広域消防防災センターを開設し、日本一高い45mの主訓練塔や日本一の
深さを持つ10mの可変底式の潜水プール、可動式の家屋等や様々な火災原因が実証できる実火災訓
練施設を備えるとともに、地震、火災、風水害、雪害などの体験学習ができる四季防災館を併設してお
り、県政の重要方針として、安全・安心な県づくりに取り組んでいる。
　今後とも、日本一安全・安心な県づくり進めることとしており、富山県版総合戦略「とやまの未来創生
戦略（仮称）」の基本目標４「地域の基盤強化・魅力向上」に、「健康でともに支えあい安心して暮らせる
社会の形成」を基本的方向として位置づけている。
　このようなことから、消防大学校消防研究センター火災災害調査部の移転により、より一層、全国の
モデル的な火災予防の先進県として、全国に貢献できる。

イ）国の機関としての機能確保と移転により期待できる国全体への効果
    広域消防防災センターの全国トップクラスの訓練施設を利用して、神奈川県や愛知県などの消防
機関が訓練等に活用しており、高度な能力を持つ消防人材の育成に大きく寄与している。また、救急
自動車の現着時間(6.9分)、収容時間(29.9分)が全国最短であり、本県の消防防災体制は全国トップク
ラスレベルに充実している。
    消防研究センターは、火災や特殊環境下における災害に対する安全性を向上させるための研究を
行っており、このうち火災災害調査部は、消防庁長官による火災原因調査及び危険物流出等の事故
原因調査に関する業務を行っている。
    参考　(消防研究センター職員数　26名(定数)　うち火災災害調査部門　10名)

⑤　誘致の必要性・効果
※以下のア、イの内容について必ず記載してください。
ア　地方版総合戦略の重要な要素であること。
　　当該地方公共団体の総合戦略の重要な要素と、誘致する機関の業務・
機能とが密接に関連し、総合戦略の目標達成にとって当該機関の移転が重
要な要因となるものであること。また、例えば研究機関の移転であれば、特
定分野の産学官の研究集積又は当該分野の関係産業の集積がなされてい
る等、現状において一定の強みを持つものであること。（併せて地方版総合
戦略の案の該当部分を参考資料として添付してください。）

イ　国の機関としての機能確保
　　当該機関が現在地から当該道府県に移転することにより、国の機関とし
ての機能が確保でき、運用いかんによってはむしろ向上することが期待でき
ること。（例えば、移転により当該道府県以外の道府県の利便性が悪化し、
国全体としての機能が低下しないか、移転により現在機能が集積しているこ
との強み・メリットを損なうことにならないか等の問題点があったとしても、そ
れを上回るだけの移転のメリットがあるか、など。）

⑥　誘致のための条件整備の案
※少なくとも、以下のことについて、誘致自治体による協力のあり方を含め
た条件整備の案を示してください。
ア　施設の確保等
移転先の施設の確保・設置のための具体的な条件整備の案を示すこと。

イ　職員の居住環境確保への協力
職員の居住環境の確保について、国又は独立行政法人等に協力すること。



「とやまの未来創生戦略（仮称）」（素案） ＜消防関係抜粋＞ 

 
Ⅳ 具体的な施策 

【基本目標４】地域の基盤強化・魅力向上 

 ２ 健康でともに支えあい安心して暮らせる社会の形成 

 （エ）安全・安心の確保 

 ③地域防災力の向上 

○実践的な防災訓練等を通じて県民の防災意識の向上や、地震・津波等の災害時に適切に対応

できる人材育成を推進し、地域の防災・減災力の向上を図る 

○自主防災組織の結成促進と活動の充実を図るとともに、自主防災組織と消防団員や消防本部、

学校等との連携を強化し、地域防災力の向上を図る 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

自主防災組織の組織率 

   [現状（H26）75％] → [目標（H31）80％] 

（具体的な事業） 

・津波災害避難訓練モデル支援事業（H27当初・知政） 

・自主防災組織資機材整備事業（H27当初・知政） 

・広域消防防災センター運営費（H27当初・知政） 

 

    ④公共施設等の耐震化や避難場所・避難路の整備、防災拠点機能・物資輸送拠点の充実など

災害に強いまちづくり 

○学校、住宅、病院、警察署、公共土木施設等の耐震化をはじめとした地震に強い県土・まち

づくりを図るなど、防災・減災力を向上 

○災害時の避難場所・避難路の整備、防災拠点機能や物資輸送拠点機能の充実を図るなど、災

害に備えたまちづくりを推進 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

住宅の耐震化率 

   [現状（H20）]68％ → [目標（H31）]82％ 

（具体的な事業） 

・富山県木造住宅耐震診断支援事業[再掲]（H27当初・土木） 

・広域消防防災センター運営費[再掲]（H27当初・知政） 

・災害時医療体制整備事業（H27 当初・厚生） 

 

 



「火災・危険物流出事故の原因調査の実施と支援により安全で安心できる社会づくりに貢献する」

・消防研究センターは、火災や特殊環境下における災害に対する安全性を向上させるための研究を行っており、
このうち火災災害調査部は、消防庁長官による火災原因調査及び危険物流出等の事故原因調査に関する業務
を行っている。 【消防研究センター職員数 26名(定数) うち火災災害調査部門 10名】

消防研究所設置（消防
独立行政法人消防研究所と

消防大学校を設置
火災災害調査部設置

・本県は、出火率が２４年連続日本一であることや原因調査のための全国トップクラスの実火災訓練施設を
保有していることから全国の消防機関への貢献が期待でき、国民の生命、身体、財産の保護の向上が図れる。
①本県における火災の少ない背景・要因と火災原因調査による総合的な火災予防対策の向上
②東京ではできない、本県特有の降雪、局地風、林野などの特殊地域環境下での火災原因調査能力の向上

➀原因調査の実施状況（17年度～25年度）

➁各種研修会
東京・地方５～６会場

総務省 消防庁消防大学校消防研究センターの一部

火災災害調査部門

富山県広域消防防災センター

長官調査 （主体） ９件
〃 （委託） ８件
消研 （依頼） ６５３件
〃 （自主） ４５件 計７１５件

（沿革）

昭和23年 消防研究所設置（消防庁局内）

平成13年4月 独立行政法人消防研究所となる。

平成14年4月 火災原因調査室を置く。

平成18年4月 独立行政法人消防研究所を廃止

消防大学校に設置

火災災害調査部を設置



















別紙様式　　地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に係る提案

② 関係市町村の名称

名　　称　　　「高志会館」（公立学校共済組合施設）
住　　所　　　富山市千歳町1-3-1
面　　積　　　土地：5,343㎡、延床：9,065㎡
アクセス　　 富山駅正面より徒歩10分
宿泊定員　　58名

⑤　誘致の必要性・効果
※以下のア、イの内容について必ず記載してください。
ア　地方版総合戦略の重要な要素であること。
　　当該地方公共団体の総合戦略の重要な要素と、誘致する機関の業務・
機能とが密接に関連し、総合戦略の目標達成にとって当該機関の移転が重
要な要因となるものであること。また、例えば研究機関の移転であれば、特
定分野の産学官の研究集積又は当該分野の関係産業の集積がなされてい
る等、現状において一定の強みを持つものであること。（併せて地方版総合
戦略の案の該当部分を参考資料として添付してください。）

イ　国の機関としての機能確保
　　当該機関が現在地から当該道府県に移転することにより、国の機関とし
ての機能が確保でき、運用いかんによってはむしろ向上することが期待でき
ること。（例えば、移転により当該道府県以外の道府県の利便性が悪化し、
国全体としての機能が低下しないか、移転により現在機能が集積しているこ
との強み・メリットを損なうことにならないか等の問題点があったとしても、そ
れを上回るだけの移転のメリットがあるか、など。）

ア　地方版総合戦略の重要な要素であること
＜富山県における教育の取組み＞
　富山県では、１２０年を越える歴史を持つ富山県教育会や、その伝統を受け継ぎ、戦後、教員の自主
的な研究組織として設立された小学校教育研究会、中学校教育研究会、高等学校教育研究会などの
教育関係団体は現職教員のほぼ全員が加入し、永年にわたり「授業研究」「教材研究」などの実践研
究を積み重ねてきており、教育熱心な県民、勤勉な教員と、こうした全国に誇りうる優れた教育実践の
取組みは、「教育県」として高く評価されてきている。
　近年では、少子高齢化やグローバル化などの時代の大きな変化の中にあって、今日的な教育課題
に適切に対応し教育の振興を図るため、早くから少人数教育の導入に取組んできたほか、ふるさと教
育をはじめとした特色ある取組みや環境整備など富山ならではの質の高い取組みである「富山スタン
ダード」の推進に努めてきている。これらの継続的な取組みにより、全国学力調査では、本県の平均
正答率が全国上位に位置づけられている。

＜富山県の教育力向上に関する取組みの地方版総合戦略における位置づけとこれまでの取組み＞
　富山県では、今後の人口減少の見込みを踏まえ、本県の豊かな自然環境、ものづくり産業をはじめ
とする地域産業、ふるさと富山の歴史や文化などの特性を活かし、県民一人一人が安心安全で心豊
かな生活を送ることができる地域社会の構築を目指している。
　特に、社会や経済のグローバル化が急速に進展するなか、探究力や自ら課題を解決する能力を備
え、積極的にコミュニケーションを図り、世界を舞台に活躍できる人材の育成を図ることが求められて
おり、本県の地方版総合戦略である「とやまの未来創生戦略（仮称）」において、地域の基盤強化・魅
力の向上のための重要な柱として、「地域を担うひとづくり」を掲げ、「グローバルに活躍する人材の育
成」や「社会で活きる実践的な力の育成」に努めていくこととしている。

（１）英語教育の本県での取組み等
　これまで、小学校では、全国に先駆けて平成２６年に小学校４校に英語担当の専科教員を配置して
外国語活動の充実に努めてきており、平成２７年には小学校２０校に配置し英語教育モデル事業に取
組んでいるほか、高校生の海外留学への支援や海外の学校との交流事業の実施、活発な英語研修
会の開催や教員採用試験において英語資格の加点制度の導入を図るなど、世界で活躍するグローバ
ルな人材の育成に取組んできている。また、ふるさと富山を題材にした郷土史・日本史学習補助教材
や英語教材活用など、日本や郷土の歴史・文化の特色を理解し、世界に向けて発信できる力を育成し
ている。
　小学校高学年における英語教育の教科化などを見据え、英語指導教員の指導力の向上を図るた
め、これまで小学校教員や公立中学校・高校の英語担当教員を対象とした研修会を手厚く開催してき
ており、この結果、公立中学校・高校の英語担当教員のうち、「英検準１級以上等」を取得している教
員の割合は、中学校で４８．０％、高校で７９．９％、合計６２．４％と、都道府県別の取得率では、中学
校は全国第２位、高校は全国第３位、全体では全国第２位となるなど、英語力の高い担当教員を育成
してきている。

（２）キャリア教育の本県での取組み等
　キャリア教育については、一人一人の児童生徒が人間としての在り方、生き方を考え、働く意義や職
業の選択など、自らの進路についてしっかりとした考えをもち、主体的に将来の職業選択ができるよ
う、その充実を図ってきている。

　県内公立中学校では、健全な職業観や社会性を育むために「社会に学ぶ１４歳の挑戦」や「職業調
べ」、「先輩に学ぶ講演会」などを実施している。「社会に学ぶ１４歳の挑戦」は中学校２年生が連続し
た５日間職場体験を行うものであり、全国に先駆けて平成１１年度から実施し、１３年度から全ての公
立中学校で実施している。学校と地域住民、企業等が密接に連携協力し、積極的に社会に貢献し、職
業人に求められる職業観や勤労観、倫理観の育成につなげている。

　高校においても、各学科や学校の実態に応じ、地元企業などの協力を得てインターンシップを実施し
ているほか、外部講師による進路講話など、継続的なキャリア教育を展開しており、生徒一人一人が
それぞれの将来像を描きながら、主体的に進路を決定する能力や態度を育成している。

学校基本調査における高校卒業者に占める進学者と就職者の合計の割合（進路決定率：本県独自指
標）は、平成２７年３月高校卒業者については９８．５％であり、１０年以上連続して全国第１位になって
おり、高校における進路選択への取り組みが効果を発揮している。
　また、高卒就職者の３年以内の早期離職率は、平成２３年３月高卒者については、３１．４％であり、
全国平均を８ポイント以上下回るなど、キャリア教育の成果が現れている。

　以上のとおり、これまでの本県における英語教育やキャリア教育の特色ある取組みに合わせて、
（独）教員研修センターが実施する研修を本県で実施することにより、本県教育はもとより、他県からの
受講者にとっても、地域の実情に応じたそれぞれの分野での指導力の向上が期待される。

イ　国の機関としての機能確保
　富山県は、東京、大阪、名古屋の３大都市圏からそれぞれ270km以内のところに所在し、いずれの
大都市圏からもアクセスがしやすいバランスの取れた立地になっている。特に東京圏とは、平成27年３
月に北陸新幹線が開業し、富山駅から東京駅まで最短２時間８分で結ばれるなど、交通の便が向上し
ている。また、空路では富山市中心部から車で約15分という至近距離に富山きときと空港が所在し、
羽田空港・千歳空港への国内線や、ソウル・上海等への国際線が就航しているほか、陸路では県内を
北陸自動車道や東海北陸自動車道が走り、道路網も整備されている。
　研修予定施設としては、富山市の玄関口である富山駅近くの施設の活用（高志会館）を検討してお
り、利便性の高い場所での研修を行うことが可能である。
　こうした教育研修の地方での実施は、例えば県内の学校の授業と連携したメニューを盛り込むことな
どにより、地域の教育現場の実情等に即した、実践的かつ効果的な研修が期待できる。
　また、対象としている英語教育関係研修及びキャリア教育指導者研修は、つくばで実施されるその他
の研修と会場を別にした場合であっても、関連性を損なったり、特段の支障を生じるものではないと考
えられる。

④　誘致先の予定地
※住所、面積、交通アクセス等当該予定地の現況を記載してください。

富山県

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

独立行政法人教員研修センター
　※上記で実施している
　　①小学校における英語活動等国際理解活動指導者養成研修
　　②英語教育海外派遣研修
　　③キャリア教育指導者養成研修
　　について、本県での開催を希望
　　（研修に合わせて所要の人員を本県に配置（センターから移転））

富山市

③　誘致を希望する政府関係機関の名称
※まとまりのある一部分の組織・機能の移転や地方拠点の設置を希望する
場合はそのことが明確に分かるよう記載してください。

※記入にあたっては、「政府関係機関の地方移転に係る道府県等の提案募集要綱」（別添１）を参照してください。また、適宜、参考資料を添付してください。

① 道府県等の提案団体の名称



⑧ 道府県等の提案団体の担当課長　

⑨ 道府県等の担当団体の担当者　※今後、当事務局との連絡を担当する者を記入してください。

⑧　関係する市町村の意見等
※当該誘致について、関係する市町村の意見等を記述してください。

予定している研修施設は、上記⑥で記載したとおり、公立学校共済組合施設である高志会館を予定し
ており、地元市としての負担はない。

⑦　その他誘致に当たり解決すべき課題への対応策の案
※上記の他、当該施設の誘致の提案にあたって、解決すべきと考えられる
論点とそれへの対応策を記述してください。

ア　施設の確保等
　研修施設としては、富山市の玄関口である富山駅近くに立地する公立学校共済組合富山県支部が
運営する高志会館を予定している。当該施設は、約３００名収容のホールや、人数に合わせて分割が
できる研修室（最大１３室、約４００名）を有しており、研修会場または事務局としては、十分な施設機能
を備えている。また、当該施設では、定員約６０名の宿泊施設を有しているが、不足する宿泊人数につ
いては、至近距離にある民間ホテル等の活用が可能である。
　

イ　職員の居住環境確保への協力
　富山県は全国トップクラスの住みよい県として、極めて良好な居住環境が整っている。特に、富山市
内においては、個々の職員のニーズや家族形態に応じた多様な住居が存在していることから、移転に
伴う職員の住居環境の確保には、特段の支障はないものと考えている。

⑥　誘致のための条件整備の案
※少なくとも、以下のことについて、誘致自治体による協力のあり方を含め
た条件整備の案を示してください。
ア　施設の確保等
移転先の施設の確保・設置のための具体的な条件整備の案を示すこと。

イ　職員の居住環境確保への協力
職員の居住環境の確保について、国又は独立行政法人等に協力すること。

masaharu.ikeuchi@pref.toyama.lg.jp

参事・教育企画課長　山下　康二

０７６－４４４－３４２８

yasuji.yamashita@pref.toyama.lg.jp

主任・池内　政晴主任・池内　政晴

０７６－４４４－３４３０

　電子メールアドレス

　職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

　電子メールアドレス

　 職  名　・　氏  名

　電話番号（直通）

mailto:masaharu.ikeuchi@pref.toyama.lg.jp%23
mailto:yasuji.yamashita@pref.toyama.lg.jp%23


「とやまの未来創生戦略（仮称）」（素案） ＜教員研修関係抜粋＞ 

 
Ⅳ 具体的な施策 

【基本目標４】地域の基盤強化・魅力向上 

 ３ 地域を担う人づくり 

 （ア）教育力の向上 

  ③県民みんなで育てる教育の推進 

○学校・家庭・地域等が連携し、それぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で子どもを育

む教育環境づくりを推進 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

14歳の挑戦（中学校）、学校安全パトロール隊（小学校）の実施状況 

  [現状（H26）]全校で実施 → [目標（H31）]現状維持 

（具体的な事業） 

・学校安全対策費（H27当初・教委） 

・社会に学ぶ「14歳の挑戦」事業[再掲]（H27 当初・教委） 

 

  ④小中学校におけるきめ細かな少人数教育の実施と県立学校の学習環境の整備 

○少人数指導と少人数学級のよさを考慮し、学校現場の実態に応じたきめ細かな少人数教育を

着実に実施するとともに、個に応じた学習指導や生活指導など、本県独自の効果的な教育を

一層推進、また、幼稚園・保育所・小学校の円滑な連携・接続を推進 

○「県立学校教育振興計画 基本計画」に基づき、生徒の学習環境の整備等を着実に推進する

ために必要な施策の実施 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

幼稚園・保育所・小学校合同研修会参加率 

   [現状（H26）]52.1％ → [目標（H31）]増加させる 

県立学校における無線 LAN整備率 

   [現状（H26）]1.79％ → [目標（H31）]増加させる 

（具体的な事業） 

・少人数教育推進事業（H27 当初・教委） 

・小学校専科教員等配置事業（H27当初・教委） 

・小学校英語教育モデル事業（H27当初・教委） 

・県立学校教育振興計画推進費（H27当初・教委） 

 

  ⑤確かな学力の育成 

○基礎的な学力を確実に身につけさせるとともに、それらを活用する力や知的好奇心、学習意

欲、探究心を高める教育を実施、国際人として活躍する資質を育成するとともに、科学分野

への興味・関心を高め、その能力を伸ばす教育を推進 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

授業が分かると答える生徒の割合 

    [現状（H26）]62.9％ → [目標（H31）]増加させる 



（具体的な事業） 

・とやま型学力向上総合支援事業（H27 当初・教委） 

・とやまの高校グローバル人材育成促進事業（H27当初・教委） 

・とやまの高校生留学促進事業（H27当初・教委） 

・スーパーグローバルハイスクール事業（H27 当初・教委） 

・スーパーサイエンスハイスクール事業（H27 当初・教委） 

・とやま科学オリンピック開催事業（H27 当初・教委） 

 
（ウ）未来を拓く人材育成 

  ①社会で活きる実践的な力の育成 

    ○将来の夢や目標を持ち、進路を自ら選択・決定する力、チャレンジする精神、生涯にわたり

学び続く得る意欲を育む、また、積極的に社会に貢献し、社会に信頼される若者に成長する

よう、子供が職業観や勤労観を身に付けるための教育を推進 

◆重要業績評価指標（KPI）： 

県立高校全日制３年生のインターンシップ体験率 

   [現状（H26）]73.9％ → [目標（H31）]75.0％ 

（具体的な事業） 

・とやまの高校生ライフプラン教育充実事業[再掲]（H26.2 月補正・教委） 

・高校生郷土史・日本史学習教材活用事業（H27当初・教委） 

・県立高等学校キャリアプランニング推進事業（H26.2 月補正・教委） 

・社会に学ぶ「14歳の挑戦」事業[再掲]（H27 当初・教委） 

・高校生の海外派遣事業（H27当初・教委） 

・とやまの高校生留学促進事業[再掲]（H27当初・教委） 

 

 



「教育県富山」に移転を求める政府機関の提案

（独）教員研修センター

①つくば本部 茨城県つくば市 30名

～英語教育及びキャリア教育に係る研修部門の移転～

②東京事務所 東京都千代田区 8名

＜教員研修センターで実施している研修内容＞
○教職員等中央研修
●英語教育海外派遣研修
○学校組織マネジメント指導者研修
○国語力向上指導者養成研修
●キャリア教育指導者養成研修
○子どもの体力向上指導者養成研修
○学校評価指導者養成研修
○カリキュラム・マネジメント指導者養成研修
●小学校における英語活動等国際理解活動指導者養成研修 など

全国の学校教育関係職員の資質向上を目的とし
て、学校経営に関する中央研修、喫緊の教育課
題に関する研修等を体系的かつ一元的に実施

＜富山県での取組み等＞ ＜富山県での取組み等＞

・富山駅徒歩圏内に立地 ・宿泊定員５８名
・約３００名収容のホール ・分割可能な研修室（最大１３室）

キャリア教育

研修会場

高志会館（公立学校共済組合施設）

■学校現場や地域・地元企業と連携した研修の展開

■地域の実情を踏まえた、より実践的な研修が期待される

英語教育

小学校では、全国に先
駆けて英語担当の専科
教員を配置し、さらに拡
充

高校生の海外留学支援、
海外の学校との交流事
業の展開

公立中学校、高校の英
語指導教員の英検準１級
以上等の資格取得率
62.4%（全国第2位）

「社会に学ぶ１４歳の挑戦」中学2年生全員
による5日間の職場体験（H11から(H13から
全ての)公立中学校で実施）

インターンシップ（公立高校：卒業までに専門
学科の9割以上が体験）や企業経営者等に
よる講演会の開催

進路決定率（高校卒業者の進学者と就職者
の合計割合）98.5%（10年連続全国第1位）

高校卒業後の３年以内の早期離職率31.4%
（全国平均を約8ポイント下回る）

・

・

・

・

・

・

・

少人数教育の推進、ふるさと教育をはじ
めとした特色ある取組み、環境整備など
富山県ならではの質の高い取組み

全国学力調査
の平均正答率
が全国上位

富山スタンダード

（例）

＜英語教育研修＞

小・中学校での外国語活動乗り入れ授業や英語専科教員による

効果的な指導授業等の紹介

＜キャリア教育研修＞

地元経済団体やインターンシップ連絡協議会等と協力し、地域、

企業、学校と連携した多様な研修プログラム事例の発表

英語及びキャリア教育
の研修を富山県で実施

・模擬株式会社の運営による商品開発や販売実習などビジネス活動

の実践

・小・中・高校生が校種を越えて協同して行う活動（地域イベント、

福祉施設等との交流）の展開など
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